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天晴れ介護サービス「介護現場をよくするzoomセミナー」
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基礎から学ぶ

小規模多機能運営の具体策
■第２回：人員基準と収支モデル

天晴れ介護サービス総合教育研究所 株式会社

代表取締役 榊原 宏昌
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■第1部 10:00〜11:30
zoomセミナー（参加者のお名前やお顔は出ません）
ご意見/ご感想/ご質問（チャット）に対しリアルタイムに応答
※「すべてのパネリスト」宛にチャットをお願いします

■第2部 11:30〜12:00
希望者による口頭でのご質問・ご相談・他の参加者との交流等
参加者のお名前やお顔は出ます（ビデオOFFは可能）

■事前に資料送付、セミナー後に「動画データ」と「資料」を送付します
※急用やネット環境不良等の場合は後日動画でご視聴下さい
※法人内のみのご活用にとどめて下さい

■動画＋資料は一般販売もさせて頂きます（以前のものもご視聴可能！）

ご受講にあたって
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講師プロフィール
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昭和52年、愛知県生まれ 介護福祉士、介護支援専門員
京都大学経済学部卒業後、特別養護老人ホームに介護職として勤務
社会福祉法人、医療法人にて、生活相談員、グループホーム、居宅ケアマネジャー、
有料老人ホーム、小規模多機能等の管理者、新規開設、法人本部の仕事に携わる
15年間の現場経験を経て、平成27年4月「介護現場をよくする研究・活動」を目的として独立

著書、雑誌連載多数。講演、コンサルティングは年間300回を超える
4児の父、趣味はクラシック音楽。ブログ、facebookは毎日更新中、日刊・週刊のメルマガ配信中
Zoomセミナー、動画講座も配信中。介護の読書会、介護現場をよくするｵﾝﾗｲﾝ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ主催
天晴れ介護サービス総合教育研究所 https://www.appare-kaigo.com/ 「天晴れ介護」で検索

■HMS介護事業コンサルタント ■WJU介護事業運営コンサルタント
■ＣーＭＡＳ介護事業経営研究会スペシャリスト ■全国有料老人ホーム協会 研修委員
■日本福祉大学 社会福祉総合研修センター 兼任講師 ■一般社団法人 考える杖 理事
■稲沢市介護保険事業計画策定委員会、地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協議会、地域密着型ｻｰﾋﾞｽ運営委員会委員
■出版実績：日総研出版、中央法規出版、ナツメ社、メディカ出版、その他多数
■平成20年第21回ＧＥヘルスケア・エッセイ大賞にてアーリー・ヘルス賞を受賞
■榊原宏昌メールアドレス sakakibara1024@gmail.com
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介護現場をよくする研究・活動
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➢facebook、ブログ等を毎日更新、情報発信
➢メルマガ（日刊：介護の名言、週刊：介護現場をよくする研究＆活動通信）
➢以上の情報はHP（「天晴れ介護」で検索）よりどうぞ
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内容本日の内容

■小規模多機能の経営状況

■小規模多機能の人員基準

■小規模多機能の収支モデル
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内容本日の内容

■小規模多機能の経営状況
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福祉医療機構は2月27日、2017年度の小規模多機能型居宅介護事業の経営状況に関するリ
サーチレポートを公表した。

サービス活動収益対サービス活動増減差額比率は、16年度とほぼ横ばいの4.1％だった。
機構は、登録者1人1カ月当たりのサービス活動収益は5238円増加した一方で、従事者1人当

たりの人件費が前年度から8万円増加したことが影響したと分析した。
赤字施設の割合は16年度と同水準の41.2％だった。定員別の状況では、29人定員の施設は

サービス活動収益対サービス活動増減差額比率が8.4％、赤字施設の割合が29.5％なのに
対して、25人定員の施設では、サービス活動収益対サービス活動増減差額比率が0.5％、
赤字施設の割合は48.2％となり、経営状況に大きな差が見られた。職種別の登録者10人当
たりの従事者数を見ると、29人定員施設は25人定員施設より0.42人（約7％）少ないこと
から「スケールメリットが効いていると考えられ、サービス活動増減差額比率に強く影響
していると考えられる」と分析した。

また、⾚字施設と⿊字施設の登録率を比較したところ、⿊字施設が86.4％だったのに対し
て赤字施設は74.7％にとどまっており、両者の差は前年度から0.7％拡大した。機構は
「登録率は収益に大きく影響する」としている。

利用者の平均要介護度をみると、1.8を下回るところで赤字の割合が多くなる傾向がみられた。
⿊字の事業所では、総合マネジメント体制強化加算や訪問体制強化加算、認知症加算の算
定率がやはり高い。こうした加算の取得状況と要介護度のレベルが、収入の多寡に大きく
影響しているとみられる。

経営状況について
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➢登録定員は29名、稼働はもちろん100％

➢平均要介護度は最低でも2.5、可能な限り3.0を狙う

➢要支援は2名以内（多くても3名、つまり10％未満）

➢訪問体制強化加算、総合マネジメント体制強化加算などの
大きな加算は必ず算定

➢人員は法定人員程度で考える

➢月次で100〜150万円程度の利益（利益率15％〜20％）
200万円（25％）も不可能ではない

経営状況について
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5％ダウン
小規模は？

小規模多機能 区分支給限度基準額 差
要支援１ 3,418単位 5,032単位 1,614単位
要支援２ 6,908単位 10,531単位 3,623単位
要介護１ 10,364単位 16,765単位 6,401単位
要介護２ 15,232単位 19,705単位 4,473単位
要介護３ 22,157単位 27,048単位 4,891単位
要介護４ 24,454単位 30,938単位 6,484単位
要介護５ 26,964単位 36,217単位 9,253単位

※上記は基本報酬のみであり、加算なし
※併用できるサービスは

訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導
福祉用具貸与、特定福祉用具販売、
住宅改修
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初期加算(支) 30単位／日 登録から起算30日

認知症加算Ⅰ 800単位／月 自立度Ⅲ

認知症加算Ⅱ 500単位／月 介護度2かつ自立度Ⅱ

看護職員配置加算Ⅰ 900単位／月 常勤看護師

看護職員配置加算Ⅱ 700単位／月 常勤准看護師

看護職員配置加算Ⅲ 480単位／月 看護職員常勤換算1

看取り連携体制強化加算 64単位／日 看護職員配置加算Ⅰ

訪問体制強化加算 1,000単位／月 訪問200回／月

総合マネジメント体制強化加算(支) 1,000単位／月 多職種協働、地域活動

生活機能向上連携加算（Ⅰ）（Ⅱ） 100、200単位／月 理学療法士等と連携

若年性認知症利用者受入加算（支） 800、450単位／月 認知症加算と併算定×

栄養スクリーニング加算 5単位／回 6月に1回を限度

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ〜Ⅲ(支) 640〜350単位／月 介護福祉士、常勤等

介護職員処遇改善加算Ⅰ〜Ⅴ(支) 10.2％〜
登録者定員超過減算(支) ▲30％
人員基準欠如減算(支) ▲30％
過少サービス減算(支) ▲30％ 1人あたり週4回未満

中山間地域等の者へのサービス(支) 5％

小規模多機能の加算・減算
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内容本日の内容

■小規模多機能の人員基準
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小規模多機能の人員基準
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小規模多機能の人員基準
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柏市の資料より

小規模多機能の人員基準
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柏市の資料より

小規模多機能の人員基準
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小規模多機能の人員基準
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小規模多機能の人員基準
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小規模多機能の人員基準
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小規模多機能の人員基準
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小規模多機能の人員基準
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小規模多機能の人員基準
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小規模多機能の人員基準
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① 訪問体制強化加算は、訪問サービスを担当する常勤の従業者を２名以上配置する指定小規模多機能型居
宅介護事業所において、当該事業所における全ての登録者に対する訪問サービスの提供回数が１月当た
り延べ200回以上である場合に当該加算を算定する。当該加算を算定する場合にあっては、当該訪問サー
ビスの内容を記録しておくこと。

② 「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定しなければな
らないという趣旨ではなく、訪問サービスも行っている常勤の従業者を２名以上配置した場合に算定が
可能である。

訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者は、小規模多機能型居宅介護の訪問サー
ビス以外の業務に従事することは可能か。27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護
報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／164

「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定しなければならな
いという趣旨ではなく、当該小規模多機能型居宅介護事業所における訪問サービス以外の業務に従事す
ることも可能である。

訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者を２名以上配置することとされているが、
当該事業所の営業日・営業時間において常に満たすことが必要か。27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報
vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／165

「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、当該事業所において訪問サービスの提供に当たる者のうち２
名以上を常勤の従業者とすることを求めるものであり、当該事業所の営業日・営業時間において常に訪
問を担当する常勤の従業者を２名以上配置することを求めるものではない。

訪問体制強化加算
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注 イについては、別に厚生労働大⾂が定める施設基準に適合しているものとして市町村⻑
に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に
従い、１月につきそれぞれ所定単位数を加算する。ただし、この場合において、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

（１） 看護職員配置加算 （Ⅰ） ９００単位
（２） 看護職員配置加算 （Ⅱ） ７００単位
（３） 看護職員配置加算 （Ⅲ） ４８０単位

二十九 指定小規模多機能型居宅介護における看護職員配置加算に係る施設基準
イ 看護職員配置加算 （Ⅰ） を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準
（１） 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の看護師を一名以

上配置していること。
（２） 通所介護費等の算定方法第七号に規定する基準に該当していないこと。
ロ 看護職員配置加算 （Ⅱ） を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準
（１） 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の准看護師を一名

以上配置していること。
（２） イ（２）に該当するものであること。
ハ 看護職員配置加算 （Ⅲ） を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準
（１） 看護職員を常勤換算方法で一名以上配置していること。
（２） イ（２）に該当するものであること。
厚生労働大⾂が定める施設基準 (平成27 年3 月23 日 厚生労働省告示第96 号)
最終改正:平成28 年3 月31 日厚生労働省告示第131 号

看護職員配置加算
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看護職員配置加算

看護師資格を有する管理者については、看護職員配置加算の要件
である常勤かつ専従を満たすこととして、加算を算定すること
は可能か。

21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆
A(vol.1) ／126

指定基準等においては、看護職員の配置は常勤要件とはされてい
ない。一方、看護職員配置加算は、利用者ニーズへの対応を図
るため、常勤かつ専従を要件として創設されたものであること
から、お尋ねのような場合についての加算の算定は認められな
い。

看護職員配置加算
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小規模多機能の人員基準（8‐20）
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小規模多機能の人員基準（8‐20）
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小規模多機能の人員基準（6‐21）
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小規模多機能の人員基準（6‐21）
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人員基準再考
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人員基準再考
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人員基準再考
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人員基準再考
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人員基準再考
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人員基準再考

35



Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

勤務表作成の方法
暦月ごとの勤務管理の場合のスケジュール

5日 希望休確認開始

15日まで 希望休提出

15日～20日 勤務表作成（管理者）
人員基準確認、必要な調整

20日まで 管理者→本部

20日～22日 本部にて人員基準確認

1週間前（23日） 職員に配布

月末～3日 勤務表実績と出勤簿（タイムカード等）の突合
人員基準確認

給与計算
本部による人員基準確認

勤務表作成の方法
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平成28年3月7日 全国介護保険・⾼齢者保健福祉担当課⻑会議より
平成28年4月1日付けで施行

→開設時には通い3名、職員1名+訪問1名からスタート可となった。

6月未満 基本的には通いサービスの利用定員の90％を基に算定すべきであるが、
当面、３以上の数で、指定の際に事業者からあらかじめ届け出られた
利用者見込数を前提に算定することとして差し支えない。
この場合において、届け出られた通いサービスの利用者見込数を超え
る状況となれば、事業者は届出内容を変更する必要がある。

6月以上1年未満 直近の６月における全利用者等の延数を６月間の日数で除して得た数

1年以上 直近１年間における全利用者等の延数を１年間の日数で除して得た数

開設直後の人員基準
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登録・通い・泊まりの定員
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内容本日の内容

■小規模多機能の収支モデル
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登録29名、通い18名、平均介護度2.7
地域区分その他、処遇改善Ⅰ
看護Ⅱ、認知症Ⅰ50％、訪問、総合
泊まり9割弱、1泊2,000円

小規模多機能の収支モデル
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小規模多機能の収支モデル
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平成29年度介護事業経営実態調査
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令和元年度概況調査
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平成29年度介護事業経営実態調査
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平成29年度介護事業経営実態調査
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平成29年度介護事業経営実態調査
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小規模多機能の収支を見る
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小規模多機能の収支を見る
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小規模多機能の収支を見る
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小規模多機能の収支を見る
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第181回介護給付費分科会より
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小規模多機能の収支を見る
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小規模多機能の収支を見る
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小規模多機能の収支を見る
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➢登録定員は29名、稼働はもちろん100％

➢平均要介護度は最低でも2.5、可能な限り3.0を狙う

➢要支援は2名以内（多くても3名、つまり10％未満）

➢訪問体制強化加算、総合マネジメント体制強化加算などの
大きな加算は必ず算定

➢人員は法定人員程度で考える

➢月次で100〜150万円程度の利益（利益率15％〜20％）
200万円（25％）も不可能ではない

経営状況について
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講演・コンサルティング実績と主なテーマ
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著書・雑誌連載
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天晴れ介護サービス総合教育研究所
6月のオンライン企画（詳細はHPより）
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➢6月1日：管理職向けzoomセミナー（第1回）
➢6月8日：facebookライブ（zoomセミナー＆facebook活用進化論）
➢6月13日：ケアマネジャー向けzoomセミナー（第2回）
➢6月13日：zoomによる無料相談会（お一人様30分程度）満席！
➢6月15日：facebookライブ（職場をよくする対話型リーダーシップ実践会）
➢6月16日：管理職向けzoomセミナー（第2回）
➢6月17日：無料zoomセミナー

『ウィズコロナ時代の「人」とともに成⻑する介護事業セミナー』
〜利用者・家族・職員・地域から選ばれるために〜

➢6月23日：事業経営実践塾（第2回）
➢6月29日：facebookライブ（マンスリー・ジャーナル6月号）
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天晴れ介護サービス総合教育研究所
7月のオンライン企画（詳細はHPより）
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➢7月11日（土）
10：00〜12：00 小規模多機能zoomセミナー（第1回）
12：30〜13：00 facebookライブ（継続のチカラについて）
19：30〜21：30 ケアマネジャー向けzoomセミナー（第3回）

➢7月23日（木）
10：00〜16：00 zoomによる無料相談会（お一人様30分）5枠あります！
21：00〜22：00 facebookライブ（6月のzoomセミナーダイジェスト）
※職場をよくする対話型リーダーシップ実践会限定

➢7月25日（土）
10：00〜12：00 管理職向けzoomセミナー（第3回）
12：30〜13：00 facebookライブ（マンスリー・ジャーナル7月号）
19：30〜21：30 法定研修シリーズzoomセミナー（第1回）

➢7月28日（火）
13：30〜18：00 事業経営実践塾（第3回）
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天晴れ介護サービス総合教育研究所
８月のオンライン企画（詳細はHPより）
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➢8月3日（月）
20：00〜21：00 facebookライブ（山下総司さんとの対談ライブ！）

➢8月8日（土）
10：00〜12：00 小規模多機能zoomセミナー（第２回）
19：30〜21：30 ケアマネジャー向けzoomセミナー（第４回）

➢8月22日（土）
10：00〜12：00 管理職向けzoomセミナー（第４回）
14：00〜15：00 facebookライブ（マンスリー・ジャーナル８月号）
19：30〜21：30 法定研修シリーズzoomセミナー（第２回）

➢8月24日（月）
13：30〜18：00 事業経営実践塾（第４回）

➢8月26日（水）
21：00〜22：00 facebookライブ（７月のzoomセミナーダイジェスト）
※職場をよくする対話型リーダーシップ実践会限定

➢8月27日（木）
9：00〜13：00 zoom無料相談会（お一人様30分）4枠あります！
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天晴れ介護サービス総合教育研究所
９月のオンライン企画（詳細は後日）
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➢9月12日（土）
10：00〜12：00 小規模多機能zoomセミナー（第３回）
14：00〜15：00 facebookライブ（内容未定）
19：30〜21：30 ケアマネジャー向けzoomセミナー（第４回）

➢9月21日（月）
10：00〜16：00 zoom無料相談会（お一人様30分）５枠
21：00〜22：00 facebookライブ（８月のzoomセミナーダイジェスト）
※職場をよくする対話型リーダーシップ実践会限定

➢9月22日（火）
10：00〜12：00 管理職向けzoomセミナー（第５回）
14：00〜15：00 facebookライブ（マンスリー・ジャーナル９月号）
19：30〜21：30 法定研修シリーズzoomセミナー（第３回）

➢9月28日（月）
13：30〜18：00 事業経営実践塾（第５回最終回）
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小規模多機能セミナー


